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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の自律神経機能年齢ランクと複数の自律神
経機能年齢ランクから、記憶手段に保存の複数分類（３
×４＝１２）の判定基準にそれぞれ対応するアドバイス
の提供により、特に医療関係者の指示を直接得ることな
く、被験者自身で、対処を正確に判断することが可能な
システムを提供する。
【解決手段】疲労・ストレスを診断するに際して、年齢
毎の基準値をマスタデータとして保有する記憶手段、被
験者の心電・脈波を測定して得た測定データと基準値を
比較して判定し、複数の分類に分けられた判定結果を出
力する判定手段、判定結果を受け、自律神経機能年齢を
算出する算出手段、を有し、判定手段は、自律神経の強
さを判定する自律神経判定部と自律神経のバランスを判
定する自律神経バランス判定手段、を有する疲労・スト
レス検診システム。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クラウド側装置を含むクラウド側、クライアント側装置を含むクライアント側、を備え
た疲労ストレス検診システムであって、
　前記クラウド側装置は、疲労解析サーバを有し、前記クライアント側装置は、携帯情報
機器、生体計測器を有し、
　前記疲労解析サーバは、
　心電・脈波のデータを記憶する履歴ケアデータベースを含む記憶手段、当該記憶手段の
履歴ケアデータベースを検索し、解析対象者の心電・脈波のデータを検索する検索手段、
当該検索手段にて検索した心電・脈波のデータを解析し、自律神経機能強度、交感／副交
感神経のバランス、心拍変動、を含む解析結果を、前記記憶手段の履歴ケアデータベース
の評価基準値を参照して、評価する生体データ解析手段、前記解析結果を元にストレス状
態数値で把握可能な疲労度測定結果レポートとして生成するレポート生成手段、前記心電
・脈波のデータを受信し、また前記解析レポートを前記携帯情報機器に送信するデータ送
受信手段、を有し、
　前記携帯情報機器は、
　前記クライアント側の被験者の生体の心電・脈波計測器にて計測した心電・脈波に関す
るデータを受信し、当該心電・脈波のデータを前記疲労解析サーバ側に送信し、また前記
疲労解析サーバからの疲労度測定結果レポートを受信するデータ送受信手段、当該疲労度
測定結果レポートを、プリンタを含む出力手段に出力する制御手段、当該疲労度測定結果
レポートの情報を履歴ケア情報として記憶する記憶手段、を有し、
　前記疲労度測定結果レポートは、前記解析結果の自律神経機能強度、交感／副交感神経
バランス、心拍変動、及び当該解析結果に対する自律神経評価、アドバイスを示す情報を
含み、
　前記携帯情報機器、前記生体計測器、前記疲労解析サーバ、をもって携帯可能な疲労ス
トレス検診システムを構築し、前記疲労度測定結果レポートをもってクライアント側被験
者のストレスを数値で視覚的に確認できるように構成し、
　更に、疲労・ストレスを診断するに際して、年齢毎の基準値をマスタデータとして保有
する記憶手段、被験者の心電・脈波を測定して得た測定データと前記基準値を比較して判
定し、複数の分類に分けられた判定結果を出力する判定手段、前記判定結果を受け、自律
神経機能年齢を算出する算出手段、を有し、
　前記判定手段は、
　自律神経の強さを判定する自律神経判定部と自律神経のバランスを判定する自律神経バ
ランス判定手段、を有し、
　前記自律神経バランス判定手段は、
　前記測定データと前記記憶手段に保存する自律神経の強さを示す基準値、また交感神経
／副交感神経（ＬＦ／ＨＦ）のバランス基準値、を比較し、複数の自律神経機能年齢ラン
クＮ、また複数の交感神経／副交感神経（ＬＦ／ＨＦ）ランクを判定し、当該判定バラン
スの状態をコメントで提供する自律神経機能判定部、前記複数の自律神経機能年齢ランク
Ｍと前記複数の自律神経機能年齢ランクから、前記記憶手段に保存の複数分類（Ｎ×Ｍ）
の判定基準にそれぞれ対応するアドバイスを提供する自律神経機能総合判定部、を有し、
　前記自律神経機能総判定部の判定結果を測定結果と比較することにより、「要注意」、
「注意」、「正常」とは別に前記複数の判定基準に対するアドバイスを提供する、
　ことを特徴とする疲労・ストレス検診システム。
【請求項２】
　前記生体データ解析手段は、
　前記心電・脈波を計測する心電・脈波計測器の計測データを元に心電・脈波、心拍、自
律神経機能を解析する心電解析部、脈波解析部、心拍解析部、自律神経機能解析部、を有
し、
　前記記憶手段は、
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　前記履歴ケアデータベースの他、更に前記評価の基準となる基準値を格納する評価基準
データベース、前記疲労度測定結果レポートの自律神経評価結果に基づくアドバイス情報
を含むアドバイスデータベース、を有し、
　前記クラウド側装置と前記クライアント側装置間のデータ送受信手段は、無電にて心電
・脈波のデータ及び前記疲労度測定結果レポートの送受信を行う通信手段である
　ことを特徴とする請求項１に記載された疲労・ストレス検診システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は疲労・ストレス検診システムに関する。
　更に詳しくは、被験者の生体データ（心電・脈波）を自動的に計測、解析し、当該解析
結果をもって被験者自身が疲労・ストレスを容易に把握することができ、疲労・ストレス
に適した評価を受けることが可能な疲労・検診システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本技術分野の背景技術として、特開２０１０－２３４０００号公報（引用文献１）、特
開２００１－２０４７１４号公報（引用文献２）などがある。
【０００３】
　引用文献１には、「被測定者の心拍周期と呼吸周期を計測する生体情報計測部５と、こ
の生体情報計測部５から計測した心拍周期と呼吸周期から、平均心拍周期と平均呼吸周期
を求める平均周期解析部９と、心拍周期の任意の変数ｎ（ｎは整数）及び任意の定数ｋ（
ｋ≧１）に対してｎ拍目及び（ｎ＋ｋ）拍目における心拍周期間隔ＲＲ（ｎ）及びＲＲ（
ｎ＋ｋ）を演算し、これらを２次元座標軸に対して座標点として入力する心拍ゆらぎ解析
部１０と、平均呼吸周期の平均心拍周期に対する比ｒを演算して、ｋ＝ｒとする補正を行
う呼吸周期ゆらぎ補正部１２を有し、補正を行った後の座標点の集合に対して、定量処理
を施すことで被測定者の生体情報に関する定量値を得てストレスとして評価する精神スト
レス評価部１１とを有する」精神ストレス評価ユニットをもって、「心拍のゆらぎと呼吸
情報を組み合わせて解析する」ことが記載されている（要約参照）。
【０００４】
　また、引用文献２には、「被験者の心拍相当信号および呼吸性振動相当信号を取得する
取得手段と、前記心拍相当信号の時間軸上の拍動間隔データに対し時間・周波数変換を行
う第１の変換手段と、この第１の変換手段により変換されたデータのうち、所定周波数以
下の周波数帯域のデータのみを特定するデータ特定手段と、このデータ特定手段により特
定されたデータに対し周波数・時間変換を行う第２の変換手段と、この第２の変換手段に
より変換された時間軸上の拍動間隔データを、前記呼吸性振動相当信号に基づいて、移動
平均処理を行う移動平均手段と、この移動平均手段により移動平均された拍動間隔データ
に基づいて、ストレス解析を行うストレス解析手段とを設けた」メンタルストレス判定装
置をもって「心拍数の急変に基づく誤差を低くすることのできるメンタルストレス判定装
置を提供する」ことが記載されている（要約参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２３４０００号公報
【特許文献２】特開２００１－２０４７１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記特許文献１には、心拍のゆらぎと呼吸情報を組み合わせて解析する精神ストレス評
価ユニットの仕組みが記載されている。
【０００７】
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　また、前記特許文献２には、心拍数の急変に基づく誤差を低くすることのできるメンタ
ルストレス判定装置の仕組みが記載されている。
【０００８】
　しかし、特許文献１の精神ストレス評価ユニットや特許文献２のメンタルストレス判定
装置は、特殊の装置であって、一般被験者が何時でも何処でも短時間で客観的に測定する
ことができ、持ち運び可能な汎用な携帯情報機器においてストレスが見える形で把握する
ことを考慮し、被験者自身による疲労度測定結果を視覚的に把握することまでは考慮され
ていない。
【０００９】
　うつ病などの精神疾患は、一般的に、医者や産業医、保健師などの問診や面談によって
、主観的な判断で行われているのが現状である。したがって、精神疾者にとっては、敷居
が高く、また人目を気にして利用しづらく、また、診断に診察待ちを含め、時間がかかる
嫌いがあった。
【００１０】
　そこで、本発明は、特別な装置を用意することなく、現状における疲労・ストレスを、
何時でも何処でも誰にでも容易に把握することができ、またその対処方法の参考となる情
報を得ることが可能な疲労・ストレス検診システムを提供する。
【００１１】
　例えば、心電と脈波を同時に計測し、当該心電・脈波のデータから自律神経の状態を測
定し、疲労の度合い、ストレス傾向を数値化して見えるように疲労・解析結果データとし
て一元管理を可能とする疲労・ストレス検診システムを提供する
【００１２】
　更に詳しくは、疲労・解析結果データに応じた自律神経評価情報を含む疲労度測定結果
レポートを作成、出力することが可能な疲労・ストレス検診クラウドを実現する疲労・ス
トレス検診システムを提供する。
【００１３】
　また、本発明は、自律神経の強さとバランスから総合的に疲労・ストレスを診断するこ
とにより、被験者の疲労・ストレス状態に応じた評価の提供を受けることができ、かつ医
療関係者でなく、素人であっても木目細かなコメントを元に対処方法を容易に把握するこ
とが可能な疲労・ストレス検診システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために、本発明は、自律神経の強さ及びバランスを測定し、当該測
定結果について自律神経機能を判定する手段を有する。
【００１５】
　例えば、本発明の疲労・ストレス検診システムは、
　疲労・ストレスを診断するに際して、年齢毎の基準値をマスタデータとして保有する記
憶手段、被験者の心電・脈波を測定して得た測定データと前記基準値を比較して判定し、
複数の分類に分けられた判定結果を出力する判定手段、前記判定結果を受け、自律神経機
能年齢を算出する算出手段、を有し、
　前記判定手段は、
　自律神経の強さを判定する自律神経判定部と自律神経のバランスを判定する自律神経バ
ランス判定手段、を有し、
　前記自律神経バランス判定手段は、
　前記測定データと前記記憶手段に保存する自律神経の強さを示す基準値、また交感神経
／副交感神経（ＬＦ／ＨＦ）のバランス基準値、を比較し、複数の自律神経機能年齢ラン
クＮ（例えば、３分類：低値未満、高値以上、それ以外の標準値）、また複数の交感神経
／副交感神経（ＬＦ／ＨＦ）ランクＭ（例えば、４分類：低値、基準、高値、極高）を判
定し、当該判定バランスの状態をコメントで提供する自律神経機能判定部、前記複数の自
律神経機能年齢ランクと前記複数の自律神経機能年齢ランクから、前記記憶手段に保存の
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複数分類（Ｎ×Ｍ＝１２）の判定基準にそれぞれ対応するアドバイスを提供する自律神経
機能総合判定部、を有し、
　前記自律神経機能総判定部の判定結果を測定結果と比較することにより、「要注意」、
「注意」、「正常」とは別に前記複数の判定基準に対するアドバイスを提供することを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、クライアント側の前記携帯情報機器、前記生体計測器、及びクラウド
側の前記疲労解析サーバをもって疲労ストレス検診システムを構築しているので、クライ
アント側の被験者は、携帯可能な既存の心電・脈波計測器と携帯情報機器を用意するだけ
で、何時でも何処でも誰にでも簡単に短時間で、ストレス度合いなどの疲労度測定結果を
数値で把握することが可能である。その結果、被験者自身、例えばうつ病などの精神疾患
の程度や対処方法について、病院の医療関係者などの問診を受けることなく、また周囲の
人目を気にせず気楽に知り得るので、使い勝手がよく、例えば、企業における従業員の健
康管理（長期休業者数の低減）や自治体における住民の健康増進（疲労、ストレスが原因
による疾患予防）のための施策として活用可能である。
【００１７】
　また、疲労・ストレス診断するに際して、自律神経の強さとバランスを考慮し、これら
から判定結果に応じたアドバイスを提供することにより、特に知識のない者でも容易に現
状、対応策を適確に把握することが可能である。
【００１８】
　更に、複数の自律神経機能年齢ランクと複数の自律神経機能年齢ランクから、記憶手段
に保存の複数分類（３×４＝１２）の判定基準にそれぞれ対応するアドバイスの提供によ
り、特に医療関係者の指示を直接得ることなく、被験者自身で、対処を正確に判断するこ
とが可能である。
【００１９】
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の疲労・ストレスシステムの概要を説明する構成図である。
【図２】本発明の疲労・ストレスシステムの構成図である。
【図３】心電・脈波計測器、携帯情報端末、疲労解析サーバの各構成を示すブロック図で
ある。
【図４】正常心電図及びその正常値を示す図である。
【図５】脈波及びＡＩの計算式（Ｐ２／Ｐ１）を示す図である。
【図６Ａ】携帯情報端末の表示部の表示画面例を説明する図である。
【図６Ｂ】携帯情報端末の表示部の表示画面例を説明する図である。
【図６Ｃ】携帯情報端末の表示部の表示画面例を説明する図である。
【図７】クラウド側の処理例を示す説明する図である。
【図８】自律神経評価（交感神経／副交感神経評価）値ＤＢ（マスタ）の情報内容を示す
図である。
【図９】自律神経年齢基準値ＤＢ（マスタ）の情報内容を示す図である。
【図１０】総合評価ＤＢ（マスタ）の情報内容を示す図である。
【図１１】履歴ケアＤＢの情報内容を示す図である。
【図１２】疲労度測定結果のレポート例を示す図である。
【図１３】本発明の疲労・ストレスシステムのクライアント側とクラウド側間のシーケン
ス及び心電・脈波計測器、携帯情報端末、データセンタ（含疲労解析サーバ）の各処理手
順を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
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　以下、実施例の実施例を図面について説明する。最初に、本発明のシステムに関する技
術的背景について説明する。
【００２２】
　まず、自律神経とは、自分の意思とは無関係に体の機能を調整している神経であり、交
感神経（活動しているとき、ストレスがあるときや緊張しているとき）と副交感神経（休
憩しているとき、睡眠しているとき、リラックスしているとき）のことである。
【００２３】
　疲労とは、一般的に以下の５つのストレスが疲労のきっかけとなっている。
（１）人間関係や仕事上の精神的なストレス
（２）加重労働などの身体的ストレス
（３）紫外線や騒音などの物理的ストレス
（４）化学物質や残留農薬などの化学的ストレス
（５）ウィルスや細菌感染などの生物学的ストレス
　この５つが複合的に絡み合い、体の神経系、免疫系、内分泌系のバランスが乱れて、疲
れが発生する。
【００２４】
　そして、「疲労をためないためのセルフケア」として以下のことも知られている。
（Ａ）寝る前にストレッチすること・・・リラックスして副交感神経を優位にしたい夜は
ストレッチ、アロマオイルを焚いたり、心身共に解放されるムード作りも大切である。
（Ｂ）寝室をリビングにしないこと・・・寝室でテレビを見たり、ゲームをしたり、読書
をするのはやめ、「寝室に入ったら眠る」という意識付けで安眠を得る。
（Ｃ）生きがいをもつこと・・・仕事や義務だけの毎日を送っていれば、気持ちの張りが
失われ、また、ガーデニングや散歩など小さなことでも週末の楽しみを持つ。
（Ｄ）大いに笑うこと・・・笑うとウィルスを撃退するＮＫ細胞が活性化すると、ストレ
スに強くなれる。お笑い番組や落語などで、なるべく笑う生活を心がける。
（Ｅ）規則正しい生活をすること・・・脳は、免疫系、神経系、内分泌系が密接に連動す
ることで機能する。脳の働きを整えるために重要なのが規則正しい生活を送る。
（Ｆ）朝は熱いシャワーか運動から始めること・・・慢性的な疲労を訴える人は自律神経
の働きが乱れがちとなる。起床後の熱いシャワーか強めの運動で瞬時に交感神経が活発に
なる。
（Ｇ）午前中は嫌な事を、１５時以降は楽しいことをすること・・・夕方以降に気が滅入
ることをすると、寝つきが悪くなる場合もあるので、嫌な事は早め早めに処理する。
（Ｈ）夜はぬるめのお風呂でリラックスすること・・・よい眠りは疲労回復の要です。夜
は３８～４０℃のぬるめのお風呂や足浴で副交感神経の働きを良くし緊張をほぐす。
【００２５】
　また、疲労とストレスは互いに作用し合いながら影響することは知られている。疲労・
ストレスの影響を持続的に受けることにより、モチベーションの低下など活量の低下や、
深刻な状況になると食欲不振などの身体愁訴、抑うつなどの精神疾患となってしまう。
【００２６】
　そこで、疲労・ストレスを診断する方法として、問診票による自己評価や面談による問
診・観察などが一般的であり、本人もしくは面談者の主観による診断がほとんどであった
。
【００２７】
　しかし、係る面談による診断や評価を行う方法にあっては、本人による評価、つまり、
問診票の質問解釈のばらつきや作為的な回答、本人の自覚がないことによる実態との相違
などにより結果にバイアスが出てしまうケースがあることである。
【００２８】
　また、面談による評価の問題点は、面談者のスキル不足や面談者との信頼関係、面談者
への期待感により結果にバイアスが出てしまうケースが生じることである。
【００２９】
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　係る現状の疲労・ストレス診断方法による課題を是正するために、本出願人は、問診に
頼ることなく、疲労・ストレス検診が行えるシステムを開発した。
【００３０】
　以下、係る疲労ストレス検診システムの概要について簡単に説明する。
　疲労ストレス検診システムとは、生体センサで心電・脈波データを採取し、当該データ
から心拍変動を解析して自律神経状態を測定し、当該測定したデータから自律神経の強さ
、バランスを基準と比較することにより疲労の度合い、ストレス傾向を数値化するシステ
ムである。
【００３１】
　更に詳しくは、まず、測定会場などにて専用端末からクラウド環境にログインし、測定
制御プログラムを起動し、使用する生体センサで心電・脈波を測定する。つまり、自律神
経バランスの崩れを測定する。
【００３２】
　生体センサには、例えば、株式会社疲労科学研究所が開発した「高精度自律神経測定器
」を生体センサとして使用する。
【００３３】
　生体センサは、心電と脈波を同時測定するため、脈波がとりづらいなどの被験者特性に
左右されにくく測定することが可能である。
　例えば、冷え性などで血流が悪い方や指の皮が厚い方などは、測定器のセンサが脈波を
拾えないことがあるが、心電から加速度脈波を算出し補正する。
　また、両手の人差し指をセンサに当てるだけで短時間に測定、例えば１５０秒程度で測
定可能である。
　生体センサから送信された心電・脈波のデータは専用端末で受信する。
【００３４】
　専用端末は受信した心電・脈波データは、例えば、暗号化してクラウド側のデータセン
タへ送信する。
【００３５】
　データセンタ内ではサーバでは、暗号化された心電・脈波データを復号化し、判定の基
準となるデータを参照して、心電・脈波データを解析し、解析結果をデータベースに登録
する。
【００３６】
　ここで、判定の基準となるデータは、例えば、健診センタなどにて測定された多数の被
験者データを元に年齢別の基準を設定し、研究機関による他の疲労・ストレスバイオマー
カーとの検証を行った信頼性の高い基準を用いる。
【００３７】
　データセンタ内のサーバで解析した解析結果を基に、レポートを生成する。
【００３８】
　専用端末はクラウドサーバにログインしているので、クラウド上の解析結果レポートを
出力（表示や印刷）する。
【００３９】
　専用端末とデータセンタ間の通信は、例えば暗号化通信で行い、堅牢で環境に優しいク
ラウド側のデータセンタで健康情報の保存・管理を行うことにより、第三者の侵入などに
よる情報漏えい防止を行う。
【００４０】
　測定会場などで使用する専用端末には、被験者データ、測定結果などのデータが一切保
存されないようにすることにより、専用端末の盗難・紛失があっても健康情報（個人情報
）が漏えいすることはない。
【００４１】
　係る構成とすることにより、測定者の機微な健康情報をクラウド側で安心・安全に保全
することが可能である。
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　また、クラウド側のデータセンタにて蓄積した健康情報は一元的に保管・管理し、蓄積
データを利用した個人別や団体ごとのデータ分析など、さまざまな用途へ蓄積データの活
用ができるようにする。
　また、測定結果は、分かり易く伝えることができるように結果レポートで出力する。
　レポートには、その上部から下部方向に亘って基本情報・測定情報エリア、自律神経機
能年齢エリア、心拍変動エリア、交感・副交感神経エリア、自律神経評価エリア、を有す
る。
【００４２】
　基本情報・測定情報エリアには、測定者に関する基本情報（氏名、性別、年齢など）・
測定情報（測定年月日、測定時間など）に関する情報を表示する。
【００４３】
　自律神経機能年齢エリアには、測定時の自律神経機能年齢と測定者の年齢との比較結果
が疲労の度合いをグラフで表示する。
　グラフは、縦軸が自律神経機能（ＣＣＶＴＰ）を表し、横軸が年齢を表している。
　自律神経機能は自律神経（交感神経・副交感神経）の強さを表しており、緑のラインｂ
が年齢平均で加齢と共に低下していることを示している。フェイスマークが今回の測定値
で、自律神経の強さがどの年齢平均相当かを機能年齢として表している。マークが上にい
くほど自律神経機能が高く、また疲労などの傾向により下に移動する。赤のラインｃはそ
の年齢における基準値の低値である。これ以下になると機能が低下している指標になる。
青のラインａがその年齢における基準値の高値である。これ以上であれば、測定ノイズの
疑いがあるので、再測定を行う必要がある。再測定後も同様であれば、正しい値と考えら
れ非常に自律神経機能が高いと判断できる。
【００４４】
　心拍変動エリアには、測定時の平均心拍数と、拍変動（心拍間隔の伸び縮み）状況（心
拍変動のゆらぎ）を化して表示する。※波形が下底にドロップしている部分は測定落ち（
データ欠落）を表す。
【００４５】
　交感・副交感神経エリアには、交感神経と副交感神経のバランスをグラフと数値で表示
する。
　自律神経は、交感神経と副交感神経で構成されており、このエリアは、これらのバラン
スを表す。フェイスマークが右に表示されるほど交感神経優位（緊張やストレス時）、左
に表示されるほど副交感神経優位（リラックス時）となる。
　なお、交感神経と副交感神経は、活動期には交感神経、休息期には副交感神経がバラン
スよく働くのが理想的な状態である。
【００４６】
　自律神経評価エリアには、自律神経状態を総合的に３段階評価し、現在の状態とより良
い状態にするためのアドバイスを表示する。
　測定時の自律神経状態を機能（強さ）・バランスからトータルで判定した結果を表し、
測定時の自律神経状態の説明と自律神経機能（強さ）・バランスを改善するためのアドバ
イスを表示する。
【００４７】
　係る疲労・ストレス検診システムによれば、
　健診時のサンプリングによる定期的な個人データを分析することにより、ハイリスク者
の早期発見・対応が可能である。また、健診時のサンプリングによる定期的な個人データ
を分析することにより、ハイリスク者の早期発見・対応が可能である。
　データベースに登録される自律神経関連の数値データ、疲労の度合い、ストレス傾向の
数値データを用いて、製品・サービスの効果、効能を数値として評価することができる。
　データベースに登録される自律神経関連の数値データ、疲労の度合い、ストレス傾向の
数値データを用いて、製品・サービスの効果、効能を数値として評価することができる。
　疲労度合いやストレス傾向の数値化と基準値と比較することによりバイアスの排除が可
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能となり、数値データの履歴を管理することにより疲労・ストレス状態の傾向を把握する
事が可能になる。問診と併用することでより精度の高いスクリーニングが可能である。
　また、自律神経より疲労の度合い、ストレス傾向を数値化することにより、医療従事者
でなくても容易に理解可能である。
【００４８】
　しかし、測定は瞬間的な測定、つまり一日の中で、僅か、例えば１５０秒程度における
心電・脈波のみの測定のみをもって、解析するものであり、測定条件、例えば測定タイミ
ングによっては、誤った検診結果を導き出す虞がある。つまり、適切な検診方法とは言い
難く、正確な検診を提供すると言う点では、新たな課題があった。時には、被験者に不要
な心配や不安を煽ることになり兼ねない。
　換言すれば、日常の生活状態に合わせた判定やケアまでを提供する点については考慮さ
れていない。
【００４９】
　本発明は、係る点に鑑み、例えば、１日の活動量（朝、昼、夜、食事前、食事後、運度
前、運動後、など１日の時系列情報）を測定するライフログ（活動量解析）システムで取
得した被験者測定データを元とする基準値をマスタとして保存し、当該基準値を被験者測
定データから疲労・ストレスの検診判定を行うときに参照し、総合的に判定することで、
被験者にとって、生活状態に合わせたケアが可能なレポート情報を提供することができ、
本システムをより有効に活かし得るシステムを提供することにある。
【実施例１】
【００５０】
　以下、本実施例では、生体測定機器、を自由に持ち運びができ、その場で疲労状態を客
観的に判定し、その結果をレポートとして携帯情報端末（クライアント端末とも言う）を
介して出力するシステムの例を説明する。
【００５１】
　図１は疲労・ストレス検診システムの概略を説明する図である。
　同図において、疲労・ストレス検診システムは、クラウド側装置１０、クライアント側
装置２０、ネットワーク（有線／無線）３０、を有する。
【００５２】
　クラウド側装置１０は、データベース（ＤＢ）を含むデータセンタ１１０、を有する。
クラウド側装置１０のデータセンタ１１０は、生体データ測定制御や解析機能、また測定
データの検索処理も行う制御・解析プログラム（図示せず）を有する。そして、クライア
ント側装置２０から送信された計測データを受信し、当該データを解析し、当該解析結果
から解析結果レポートを作成し、そしてクライアント側装置２０側の携帯情報端末２１０
に送信する機能を有する。
【００５３】
　ここで、データセンタ１１０を用いることで堅牢で情報セキュリティに配慮すると共に
、利用者が計測データを解析するためのサーバの保守・運用を気にしなくて良いものとす
る。サーバには、制御・解析プログラムなどのプログラム群やデータベース（ＤＢ）を配
置する。そして、クライアントから仮想環境にログインし、サーバ上のプログラム群を利
用できるようにする。
【００５４】
　制御・解析プログラムは、測定処理を制御するプログラムや生体計測器の情報を解析し
、また、測定履歴の検索処理するプログラム、疲労度測定結果レポートを生成するプログ
ラムなどであり、これらのプログラムはデータベースに格納する。
【００５５】
　クライアント側装置２０は、携帯情報端末２１０、生体計測器（生体センサ）２２０、
プリンタ装置（出力装置）２３０、などを有する。そして、クライアント側装置２０の携
帯情報端末２１０は、生体計測器２２０、クラウド側装置１０間でデータ授受を行う。
【００５６】
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　すなわち、生体計測器２２０にて計測した被験者の計測データを受信し、所望の処理を
行い、被験者の基本情報とともにデータセンタ１１０側に送信する。
　また、クラウド側装置１０から送信される解析結果レポート（後述する）Ｒ１を受信し
、出力装置のプリンタ２３０にて印刷し、出力する機能を有する。
【００５７】
　クラウド側とクライアント間は、携帯性を考慮し、無線通信（４Ｇ回線：ＬＴＥを標準
）とするとよい。但し、企業で社内ネットワークを利用する場合には、有線でも対応可能
とする。
【００５８】
　解析結果レポートは、「基本情報」、「自律神経機能年齢」、「心拍変動」、「交感・
副交感神経」、「自律神経評価」を含んでいる。その詳細内容については後述する。
【００５９】
　生体計測器２２０は、心電・脈波の両方が同時に測定し、携帯情報端末２１０へ送信す
る機能を有する。
【００６０】
　プリンタ２３０は、レポートを印刷するものであるが、印刷に際しては「要注意」、「
注意」、「正常」を色別、例えば「赤」、「黄」、「青」のフェイスマークで表現するた
め、カラープリンタとする。
【００６１】
　疲労・ストレス検診システムは、生体測定器との間で通信を行い、生体データをクラウ
ド側のサーバに送信する機能以外は、極力サーバ側に持たせるように構成し、各種データ
もサーバ側で一律管理するとよい。これにより、拡張性やセキュリティに配慮した構成と
することができる。以下、その一構成例について説明する。
【００６２】
　図２は本発明の疲労・ストレス検診システムの構成図である。
　同図において、データセンタ１１０は、解析システムを有する。解析システムは、疲労
解析サーバ１１０１、データベース（記憶部）１１０２、データファイル送受信ＩＦ部１
１０３、などを有する。
【００６３】
　疲労解析サーバ１１０１は、図示していない制御・解析プログラムに基づき動作する解
析エンジン１１０１０、を有する。
【００６４】
　解析エンジン１１０１０は、生体データ解析部１１０１１、ＤＢ検索・解析結果書込部
１１０１２、コメント付与部１１０１３、解析レポート（疲労度測定結果レポート）作成
部１１０１４、解析結果判定部１１０１５、などを有する。
【００６５】
　生体データ解析部１１０１１は、クライアント側装置の携帯情報端末２１０から送信さ
れる心電・脈波データを受信、解析し、疲労度の判定値となるＣＣＶＴＰ、ＬＨ、ＨＦな
どを出力する機能を有する。その詳細構成や機能については図３により説明する。
【００６６】
　ＤＢ検索・解析結果書込部１１０１２は、データベース１１０２を検索し、必要な情報
を抽出し、また解析結果をデータベース１１０２に格納する機能を有する。
【００６７】
　解析結果判定部１１０１５は、生体データ解析部１１０１１による解析結果を判定する
機能を有する。詳細は後述する。
【００６８】
　解析レポート（疲労度測定結果レポート）作成部１１０１４は、解析結果や評価・コメ
ントなどを含むレポートを作成し、当該レポートを疲労度測定結果レポートＲ１とする。
【００６９】
　コメント付与部１１０１３は、生体データ解析部１１０１１による解析結果を判定する
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解析結果判定部１１０１５の判定結果に応じた評価・コメント（データベース１１０２に
格納された）を解析レポートＲ１に付与する機能を有する。
【００７０】
　データベース（記憶部）１１０２は、履歴ケアＤＢ１１０２１を有する。また、測定結
果の判定に用いられるマスタＤＢ、つまり自律神経年齢基準値ＤＢ１１０２２、自律神経
（交感神経／副交感神経）評価値ＤＢ１１０２３、総合評価ＤＢ１１０２４、などを有す
る。
【００７１】
　履歴ケアＤＢ１１０２１は、被験者情報（基本情報）を含み、生体データを解析した解
析結果やその判定結果、などを履歴ケア情報とて格納する。
【００７２】
　自律神経年齢基準値（マスタ）ＤＢ１１０２２は、測定結果の判定に用いられる「自律
神経機能解析年齢基準値」（年代別平均値：各年齢の低値、基準値、高値など）を格納す
る。
【００７３】
　自律神経（交感神経／副交感神経）評価値ＤＢ１１０２３は、測定結果の判定に用いら
れる「交感・副交感神経基準値」（評価：４分類ごとの状態のコメントや４分類ごとの標
準（低値、基準値、高値）などを格納する。
【００７４】
　総合評価ＤＢ１１０２４は、測定結果の判定に用いられる「総合評価基準値」を格納す
る。
　各ＤＢの詳細情報の詳細は後述する。
【００７５】
　データ送受信ＩＦ部（疲労度測定結果レポート・被験者情報送受信部）１１０３は、ク
ライアントからの生体情報を監視する。そして、クラウド側装置１０の携帯情報端末２１
０の被験者情報Ｆ１を受信し、また疲労度測定結果レポートをクライアント側装置２０の
携帯情報端末２１０に送信する機能を有する。これらの被験者情報Ｆ１及び疲労度測定結
果レポートＲ１は、ファイル形式で送受信するとよい。
【００７６】
　携帯情報端末２１０は、例えばノートパソコンなどからなる。本例では、被験者（ユー
ザ／クライアント）毎のファイル作成機能を有する専用端末として説明する。
【００７７】
　携帯情報端末２１０は、キーボード（入力部）２１０１、制御部（演算処理部）２１０
２、データ送受信ＩＦ部２１０３（被験者情報・疲労度測定結果レポート送受信部）、表
示部（出力部）２１０４、被験者用ファイル作成部２１０５、生体データ受信ＩＦ部（Ｂ
ｌｕｅＴｏｏｔｈ（登録商標）通信部）２１０６、などを有する。生体データ受信ＩＦ部
２１０６による通信は、周知のＢｌｕｅＴｏｏｔｈを利用する。
【００７８】
　キーボード（入力部）２１０１は、制御部２１０２の表示制御の被験者情報入力項目設
に基づく被験者情報入力画面（図６参照）の各項目に沿って、被験者（測定者／クライア
ント）の基本情報や測定情報などを入力するものである。
【００７９】
　制御部（演算処理部）２１０２は、各部を制御する機能を有する。例えば、クライアン
ト側からクラウド側の仮想環境にあるサーバにログインし、クラウド側の測定処理プログ
ラムを起動する。そして、当該プログラムに基づき、表示部２１０４に対する生体計測器
２２０での測定のガイダンスや生体計測器２２０での測定データの処理の制御を行う。つ
まり、表示部２１０４によるガイダンス表示に従って被験者の新規登録や、測定場所、測
定時間の受け付けを行い、生体計測器２２０の測定データを処理するなどの制御を行う。
また、過去の測定結果の検索を行う制御を行う。
【００８０】
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　データ送受信ＩＦ部（被験者情報・疲労度測定結果レポート送受信部）２１０３は、被
験者情報Ｆ１を疲労解析サーバ１１０１側に送信し、また疲労解析サーバ１１０１から送
信される疲労度測定結果レポートＲ１を受信する機能を有する。
【００８１】
　表示部（出力部）２１０４は、被験者情報の入力を促すガイダンス表示を行い、また入
力された被験者の基本情報や生体計測器２２０の測定データ（心電・脈波）、また疲労度
測定結果レポートＲ１などを表示する機能を有する。
【００８２】
　被験者用ファイル作成部２１０５は、キーボード２１０１から入力された基本情報など
を受け、ファイル作成用アプリケーション（図示せず）に基づき、被験者情報となる所望
の被験者用ファイル（ＣＳＶファイル）Ｆ１を作成する機能を有する。
【００８３】
　生体計測器２２０は、心電・脈波計測器からなり、心電・脈波データを同時に測定し、
クラウド側とデータ授受を行う送信ＩＦ部（ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ通信部）２２０１を有す
る。
【００８４】
　心電・脈波データ送信ＩＦ部２２０１による通信は、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈを利用する。
【００８５】
　プリンタ（出力部）２３０は、疲労度測定結果レポートＲ１を印刷するものである。こ
のプリンタ２３０による印刷、又は表示部（出力部）２１０４の表示をもって被験者は、
疲労度測定結果を視覚的に把握することができる。レポート印刷は「要注意」「注意」「
正常」を色別、例えば「赤」「黄色」「青」のフェイスマークで表現するため、カラー表
示とするとよい。
【００８６】
　ネットワーク３００は、データセンタ１１０と携帯情報端末２１０間の情報の送受を行
うものであり、無線でも有線でもよいが、本例では、無線の４Ｇ（ＬＴＥ）を使用する。
【００８７】
　図３は心電・脈波計測器、解析サーバ、プリンタ、クライアント端末の一例を示す構成
図である。
【００８８】
　同図において、生体計測器２２０は、既存の心電・脈波計測器からなり、心電・脈波計
測器本体（生体センサ）２２０１、を有する。心電・脈波計測器本体（生体センサ）２２
０１の両端には、指先が接触される心電・脈波計測用電極２２０２、２２０３、が設けら
れている。
【００８９】
　心電・脈波計測器本体（生体センサ）２２０１の内部には、電極２２０２，２２０３に
接触した指から指に流れる電流をもって心電を測定する心電計測部２２０４、また脈波を
測定する脈波計測部２２０５、を有する。
　心電波、脈波は、心電・脈波計測器本体（生体センサ）２２０１により、同時に計測す
る。計測時間は、例えば最短で１分で可能であり、測定値はリアルタイムに携帯情報端末
２１０へ送信する。
【００９０】
　疲労解析サーバ１１０１は、解析エンジン１１０１０、ＤＢ検索・解析結果書込部１１
０１２、を有する。
　解析エンジン１１０１０は、心電解析部１１０１０１、心拍解析部１１０１０２、脈波
解析部１１０１０３、自律神経機能解析部１１０１０４、などを有する。
【００９１】
　心電解析部１１０１０１は、被験者の心電（図４参照）を解析し、脈波解析部１１０１
０３は、脈波（図５参照）を解析し、心拍解析部１１０１０２は、心電・脈波から心拍変
動（心拍の周期の長短）を解析する。
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【００９２】
　すなわち、心電解析部１１０１０１は、計測した心電データであるＰ波、Ｒ波、Ｔ波、
ＱＲＳ波などを含む波形を解析する。
　係る解析によって、例えば、心電図の波形のＰ波がない、Ｒ波は等間隔でない、などの
場合、不整脈Ｒ波が高い場合、左心室肥大の疑いがあること、ＳＴ部分が水平に下がって
いる場合、心筋虚血、狭心症発作時の疑いがあること、Ｔ波が尖っている場合、高カリウ
ム結晶、心筋梗塞発症直後などの疑いがあることを把握することが可能である。
【００９３】
　また、脈波解析部１１０１０３は、例えば、心臓が血液を全身に送り込むために収縮す
ることによって発生する「駆出波Ｐ１」と、その駆出波が全身に行きわたる際に抹消動脈
や動脈分岐部などで反射することによって発生する「反射波Ｐ２」の比率（「Ｐ２／Ｐ１
」）で求めた「ＡＩ値」を解析する。
【００９４】
　自律神経機能解析部１１０１０４は、心電・脈波から自律神経の状態を測定し、被労・
ストレスなどを解析する。つまり、自律神経機能解析部１１０１０４は、心電・脈波を元
に自分の意思ではコントロールが不可能である自律神経のバランスや強さを解析し、当該
自律神経から、心拍変動を解析し、これらの解析結果を元にストレスの状態を数値で把握
可能とする解析を行う。
【００９５】
　自律神経には、例えば、運動などをして体を興奮状態に強く働き、アドレナリン、ノン
アドレナリンが作用する交感神経、例えば、食事中や睡眠時など体を落ち着かせていると
きに強く働き、アセチルコリンが作用する副交感神経、がある。
　したがって、これらの交感神経と副交感神経の機能強度やバランスを解析することがで
きる。
【００９６】
　自律神経の状態は、心拍変動（短い、長い）から求める。被労の度合いは、自律神経の
強さを解析し、当該自律神経の強さを基準（評価基準ＤＢの基準値）と比較して解析する
。ストレスの傾向は、自律神経（交感神経と副交感神経）のバランスの状態を解析し、当
該バランスを自律神経のバランスを基準（交感神経／副交感神経評価値ＤＢ、自律神経年
齢基準値ＤＢ、総合評価ＤＢの各情報）と比較し、解析や判定する。
【００９７】
　心拍解析部１１０１０２は、心拍変動を解析する。心拍変動は、心拍一泊ごとの変動を
測定することにより心臓の自律神経緊張の指標となる。心拍変動は、加齢によって減少し
、特に高齢者では心血管系の変形が促進される。そして、心拍変動は、全心拍変動評価と
、心拍の周期変動の周波数成分をパワースペクトル解析する。
【００９８】
　自律神経機能が精神的ストレスによっても変化することは周知であるが、心拍変動を用
いると、例えば、精神的ストレスを負荷すると、高周波数成分（ＨＦ成分：０．２０－０
．３５Ｈｚ／呼吸変動の反映）の抑制と中間周波数成分（ＬＦ成分：０．０５－０．２０
Ｈｚ）／圧受容体系の反映）の増加が起こることも知られている。
　したがって、この心拍変動を使って、自律神経機能の現在の状態、変化、評価、治療な
どのアドバイスなどを客観的に見える形で示すことが可能である。
【００９９】
　ＤＢ検索・解析結果書込部１１０１２は、各解析部の解析結果を受け、データベース１
１０２のマスタＤＢ１１０２２、１１０２３、１１０２４、などを検索し、必要な情報を
抽出する機能を有する。また、解析結果や判定結果をデータベース１１０２の履歴ケアＤ
Ｂ１１０２１に書き込む機能を有する。
【０１００】
　解析レポート作成部１１０１４は、解析結果に基づき自律神経機能強度、交感／副交感
神経のバランス、心拍変動、評価、アドバイスなどの情報を含む解析レポート（図１２参
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照）を作成する機能を有する。
【０１０１】
　データ送受信ＩＦ部１１０３は、被験者情報・生体データ（被験者ファイル）受信部１
１０３１を有する。
【０１０２】
　被験者情報・生体データ（被験者ファイル）受信部１１０３１は、携帯情報端末２１０
からの被験者情報・生体データを受信する。
【０１０３】
　携帯情報端末ではログインしているクラウド環境で疲労度測定結果レポートを出力する
。
【０１０４】
　生体データ（測定データ）、レポートなどを含むＣＳＶファイルの送受信は、盗難・紛
失を考慮し、セキュアな通信（暗号化通信）が望ましい。
【０１０５】
　図４は正常心電図及びその正常値を示す図である。
　同図において、心電波形は、Ｐ波、Ｒ波、Ｔ波、Ｕ波、を有し、これらの波の高さや波
幅を有する。
【０１０６】
　図５は脈波及びＡＩの計算式（Ｐ２／Ｐ１）を示す図である。
　同図において、脈波は駆出波（Ｐ１）、反射波（Ｐ２）、の比（Ｐ１／Ｐ２）をもって
ＡＩ値（心臓にかかる負荷や脈波の硬さを表す指標）を求めることができる。
【０１０７】
　図６（図６Ａ～図６Ｃ）は携帯情報端末の表示部の表示画面における被験者情報入力画
面例を示す図である。
　図６Ａは、本システムを利用して、初めて測定する場合における被験者情報を登録する
例を示す図である。
　同図において、携帯情報端末２１０の表示部２１０４には、基本情報、測定情報を入力
するための表示画面２３０１が表示される。当該表示画面において、メッセージに従って
、基本情報を携帯情報端末の入力部（キーボード）２１０１より、入力し、しかるのち登
録して「登録して測定開始」（測定開始ボタン）をクリック（押下げ）操作する。
　基本情報としては、例えば、ＩＤ、名前、性別、生年月日などである。これらの基本情
報は表示エリア２１００１に表示される。また、測定日、測定場所、測定時間（秒）、更
に入力操作に際してのメッセージ（ガイダンス）などが表示される。
　図６Ｂは、過去に測定履歴が履歴ケアＤＢ１１０２１に存在する被験者（２回目以降の
測定）の場合における画面例であって、この場合には、被験者情報を検索した上で、表示
タグの「測定開始」（測定開始ボタン）をクリック（押下げ）操作する。これらの操作に
より、生体センサ２２０による心電・脈波の測定を開始する。
　図６Ｃは、図６Ａ、図６Ｂの「測定開始」（測定開始ボタン）を操作し、測定が開始さ
れたとき、測定データが表示される画面例、及び当該データを元に被験者用ファイルの作
成、疲労度測定結果のレポート出力を模式的に示した図である。
【０１０８】
　同図において、測定開始ボタンを操作し、測定が開始されると、生体センサ２２０の心
電・脈波のデータを受信し、当該心電、脈波、及び加速度脈波の波形を携帯情報端末２１
０の表示部２１０４の測定画面表示エリア２１００２にリアルタイムで表示する。
【０１０９】
　被験者情報（含基本情報・測定情報）、測定データ（含心電・脈拍データ）は、被験者
用ファイル作成部２１０５にてファイル化され、データファイル送受信ＩＦ部（被験者フ
ァイル＆疲労度測定結果レポート送受信部）１１０３にて、クラウド側のデータセンタ１
１０へ被験者ファイル（含心電・脈波データ）Ｆ１として送信する。
【０１１０】
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　すなわち、クライアント側は、以下のような処理を行う。
　測定は初めての被験者でも操作できるように、生体計測器２２０の使い方・計測の仕方
を表示画面２１００にガイダンス表示する（図示せず）。また、測定中には心電や脈波を
その場で表示し（図６Ｃ参照）、測定が正しくできていることを確認できる動作をする。
詳細は下記の通りである。
【０１１１】
　＜測定場所、測定時間受付（画面）＞
　測定開始に当たり、履歴ケアＤＢ１１０２１に登録されている「測定場所」などを示す
測定情報を選択する。「測定場所」が新規の場合には、キーボードから入力される「測定
場所」に関する情報を受付け、履歴ケアＤＢ１１０２１に追加登録する。「測定時間」は
デフォルトで表示画面に表示されるので、必要な場合だけ変更する。
【０１１２】
　＜被験者選択（画面）＞
　被験者が登録されている場合は、過去の測定履歴を検索して、被験者を特定し、測定を
開始する。
【０１１３】
　＜新規被験者時の登録処理（画面）＞
　新規の被験者の場合は、指名・性別・誕生日を受付け、履歴ケアＤＢ１１０２１に登録
した上で測定を開始する。
【０１１４】
　＜携帯情報機器側の測定処理起動、監視（内部処理）＞
　携帯情報機器側の測定処理を起動し、生体計測器２２０による測定処理を監視し、当該
生体計測器による測定結果の受信を待つ。
【０１１５】
　＜ガイダンス表示（画面）＞
　生体計測器２２０の電源の入れ方などの操作手順を表示画面に表示し、測定開始を受け
付ける。
【０１１６】
　＜生体計測器での測定処理（画面）＞
　生体計測器２２０の心電・脈波データ（測定状況の波形）は、リアルタイムで表示エリ
ア２１００２に表示する。脈がとりにくい被験者の場合は心電から加速度脈波を算出し、
この波形も同様に表示する。測定時間は測定情報で受け付けた時間だけ実行する。
【０１１７】
　＜生体情報測定、送信（内部処理）＞
　生体計測器２２０で測定した心電・脈波データはクライアント側の携帯情報端末２１０
に送信する。
【０１１８】
　＜測定結果送信（内部処理）＞
　携帯情報端末２１０は、指定の測定時間が終了したら表示画面に測定終了のガイダンス
を表示する。また、測定データからファイルを生成し、クラウド側の疲労解析サーバ１１
０１側に送信する。なお、ファイルを送信した後は、セキュリティを考慮し、携帯情報端
末２１０から、このファイルを削除する。
【０１１９】
　図７はクラウド側装置の処理フローを模式的に示す図である。
　同図において、データセンタ１１０は、被験者ファイル（被験者情報＆生体データ）受
信部１１０３にて、クライアント側装置の携帯情報端末から被験者ファイル（含心電・脈
波データ）受信する。そして、データベース１１０２に登録する。
【０１２０】
　データセンタ１１０は、疲労解析システム（解析エンジン）１１０１にて被験者ファイ
ルの心電・脈波データを解析する。そのデータ解析に際しては、まず心電・脈波から自律
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神経の状態測定し、しかるのち、自律神経の強さを基準情報ＤＢ１１０２２の基準と比較
し、疲労の度合いを解析する。
【０１２１】
　また、自律神経のバランスを基準情報ＤＢ１１０２２の基準と比較解析結果をもってス
トレスの傾向を解析する。そして、解析レポート作成部１１０１４にて、解析結果より解
析レポートを作成する。解析レポートには、被験者情報、自律神経機能年齢、心拍変動、
交感・副交感神経（ＬＦ／ＨＦ）、自律神経評価、などの情報を含む。
【０１２２】
　解析レポート作成に際しては、解析結果・自律神経評価関連付部１０１３にて自律神経
評価情報ＤＢ１１０２３の自律神経評価情報（自律神経評価コメント）を解析結果に関連
付けし、疲労度測定結果レポートとする。
【０１２３】
　すなわち、クラウド側は、以下のような処理を行う。
　＜解析処理（内部処理）＞
　監視していた測定ファイルが受信されたことを確認し、疲労解析サーバ１１０１の解析
エンジンに投入し、疲労度判定に必要な指標（ＣＣＶＴＰ、ＬＨ，ＨＦなど）を算出する
。
【０１２４】
　＜解析結果をＤＢに格納（内部処理）＞
　上記で得た解析結果をデータベース１１０２の自律神経年齢基準値ＤＢ、自律神経評価
値ＤＢ、総合評価ＤＢ、の基準値マスタと比較し、疲労の度合いを判定する。これらの値
はすべてＤＢに格納する。
【０１２５】
　＜レポート生成、送信（内部処理）＞
　判定された疲労の度合いを基に疲労度測定結果レポートを生成し、クライアント側の携
帯情報端末２１０に送信する。
【０１２６】
　＜レポート受信、表示（内部処理）＞
　携帯情報端末２１０は、疲労解析サーバ１１０１より、疲労度測定結果レポートを受信
し表示する。
【０１２７】
　＜レポート印刷実行（画面）＞
　また、レポート印刷実行を受け付ける。
【０１２８】
　＜レポート印刷（印刷物）＞
　そして、プリンタ２３０により、疲労度測定結果を印刷する。
【０１２９】
　図８～図１１は、疲労・ストレス検診システムに使用される代表的なマスタとして、交
感神経／副交感神評価値、自律神経年齢基準値、総合評価、履歴ＤＢのテーブル内容を示
す図である。
【０１３０】
　図８は自律神経評価値、つまり交感神経／副交感神経評価値（マスタ）の情報を示す図
である。
【０１３１】
　同図において、交感神経／副交感神経評価値（マスタ）は、属性名欄及び備考欄を有す
る。属性名の欄１１０２３１には、例えば、「有効期限　開始日、終了日」（マスタの有
効期限）、「ＬＦ／ＨＦランク」（４分類：極高値、高値、基準値、低値）、「ランク範
囲　開始、終了」（４分類ごとのＬＦ／ＨＦの範囲。「標準：低値：０．０～０．８」、
「基準：０．８～２．０」、「高値：２．０～５．０、極高値：５．０～）」、「評価」
（４分類ごとの状態のコメント）、「備考」、「アイコンカラー」（４分類ごとのフェー
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スマーカの色。低値：黄色、基準：青、高値：黄色、極高値：赤）、「登録日時」、「登
録ＩＤ」、「更新日時」、「更新ＩＤ」、などの情報を格納する。
【０１３２】
　コメントとしては、例えば「交感神経高・副交感神経系のバランスはうまく保たれてい
ますが、自律神経機能活動が低下しています。起床時には体操や熱めのシャワーを浴びる
など交感神経系の活動を高めるようにしましょう。また、夕方以降はヨガ、呼吸法、音楽
、アロマなどの副交感神経活動を高める取り組みを取り入れ、一日の規則正しいリズムを
作られることをお勧めします。」などである。
【０１３３】
　図９は自律神経年齢基準値（マスタ）の情報を示す図である。
【０１３４】
　同図において、自律神経年齢基準値（マスタ）は属性名欄及び備考欄を有する。属性名
の欄１１０２１１には、例えば、「有効期限　開始日、終了日」（マスタの有効期限）、
「年齢」（各年齢）、「低値」（各年齢の低値）、「基準値」（各年齢の基準値）、「高
値」（各年齢の高値）、「登録日時」、「登録ＩＤ」、「更新日時」、「更新ＩＤ」、な
どの情報を格納する。
【０１３５】
　基準値は、例えば、検診センタの治験データより、年齢別の基準を策定し、また研究機
関により、他のバイオマーカとの相関性検証を行って信頼性の高い疲労・ストレス判定の
基準とする。
【０１３６】
　図１０は総合評価（マスタ）の情報を示す図である。
　同図において、自律神経年齢基準値（マスタ）は属性名欄及び備考欄を有する。属性名
の欄１１０２４１には、例えば、「有効期限＿開始日」、「有効期限＿終了日」（備考欄
に示すマスタの有効期限）、「ＬＦ／ＨＦランク」（４分類）、「自律神経機能年齢ラン
ク（３分類。年齢に対して低値未満、高値以上、それ以外の標準値の３分類）、「総合評
価ランク」（１２分類に応じたアドバイス）、「総合評価」、「セルフケアアドバイス」
（１２分類に応じたアドバイス）、アイコンカラー（１２分類に応じて、青黄赤から１つ
を設定）、「登録日時」、「登録ＩＤ」、「更新日時」、「更新ＩＤ」などの情報が含ま
れる。
【０１３７】
　図１１は履歴ケアＤＢの情報を示す図である。
　同図において、履歴ケアＤＢは、属性名欄及び備考欄を有する。属性名の欄１１０２３
１には、例えば、「ユーザＩＤ」（測定する側のユーザＩＤ）、「被試者ＩＤ」（被験者
情報）、「被験者名」（被験者情報）、「測定開始日時」（測定情報）、「測定場所コー
ド」（測定情報）、「測定場所名」（測定情報）、「センサ測定日時」（測定情報）、「
測定時間（秒）」（測定情報）、「センサ名」（測定情報）、「性別」（測定情報）、「
年齢」（測定情報）、「平均ＲＲ（ＡＡ）」（測定情報）、「平均心拍数（脈拍数）」（
解析結果）、「平均心拍数」（解析結果）、「平均ＨＦ」（解析結果）、「平均ＬＦ」（
解析結果）、「平均ＨＦ＋ＬＦ」（解析結果）、「平均ＬＦ／ＨＦ」（解析結果）、「平
均ＳＤ」（解析結果）、「平均ＣＶＲＲ（ＣＶＡＡ）」（（解析結果）、「ｃｃｖＴＰ」
（解析結果）、「Ｉｎ（ｃｃｖＴＰ）」（解析結果）、「自律神経機能年齢」（解析結果
）、「自律神経機能年齢ランク」（判定結果）、「ＬＦ／ＨＦランク」（判定結果）、「
ＬＦ／ＨＦアイコンカラー」（判定結果）、「ＬＦ／ＨＦ評価」（判定結果）、「総合判
定ランク」（判定結果）、「総合判定アイコンカラー」（判定結果）、「セルフケアアド
バイス」（判定結果）、「登録日時」（処理日時）、などの各情報を格納する。
【０１３８】
　図１２は疲労度測定結果のレポート例を示す図である。
　同図において、疲労度測定結果レポート２３００は、基本情報・測定情報エリア２３０
１、自律神経機能年齢エリア２３０２、心拍変動エリア２３０３、交感・副交感神経エリ
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ア２３０４、評価エリア２３０５、を有する。
【０１３９】
　基本情報・測定情報エリア２３０１は、測定者（被験者）の測定環境・測定者に関する
情報を表示する表示エリアであって、当該エリアには、測定当時の情報と、測定年月日、
測定時間などが表示される。
【０１４０】
　＜基本情報＞
　すなわち、基本情報・測定情報エリア２３０１には、被験者の基本情報として、氏名・
性別・年齢と、測定情報として測定場所と測定時間を表示する。
【０１４１】
　自律神経機能年齢エリア２３０２は、自律神経強度、加齢に伴って低下する強度を各年
代の平均値と比較し、機能年齢を表示する表示エリアであって、当該エリアには、測定時
の自律神経機能年齢が表示される。
【０１４２】
　ここで、グラフは、縦軸が自律神経機能　（ＣＣＶＴＰ）を表し、横軸が年齢を表して
いる。
　自律神経機能は自律神経（交感神経・副交感神経）の強さを表しており、緑のラインｂ
が年齢平均で加齢と共に低下していることが分かる。フェイスマークＨ１は今回の測定値
で、自律神経の強さがどの年齢平均相当かを機能年齢として表している。マークが上にい
くほど自律神経機能が高く、また疲労などの傾向により下に移動する。赤のラインｃはそ
の年齢における基準値の低値である。これ以下になると機能が低下している指標になる。
青のラインａがその年齢における基準値の高値である。これ以上であれば、測定ノイズの
疑いがあるので、再測定を行う必要ある。再測定後も同様であれば、正しい値と考えられ
非常に自律神経機能が高いと判断できる。
【０１４３】
　＜自律神経機能年齢（自律神経機能の強さ）＞
　すなわち、自律神経機能年齢エリア２３０２には、標準表示として、２０歳から７０歳
までの各年齢のＣＣＶＴＰの高値・中央値・低値をグラフで表示する。
　図上の（ａ）が高値、（ｂ）が中央値、（Ｃ）が低値となる。
　その上に、被験者の測定結果のＣＣＶＴＰの値を縦軸に、被験者の年齢を横軸にプロッ
トする。
　プロットにはフェイスマークを表示するが、被験者の年齢の低値より測定値が低い場合
は、黄のフェイスマークを、以外は青のフェイスマークをプロットする。図上の（ｄ）が
プロットされたフェイスマークである。
　黄＝注意、青＝正常とし、基準値に対する優劣を視覚的にわかりやすく表示する。
　グラフの下部に、測定結果のＣＣＶＴＰと、相対的な機能年齢を表示する。
【０１４４】
　心拍変動エリア２３０３は、平均心拍数を表示するエリアであって、当該エリアには、
平均心拍数と測定時の揺らぎが表示される。
　つまり、測定した平均心拍数と心拍変動（心拍間隔の伸び縮み）状況をグラフ化して表
示している。波形が下底にドロップしている部分は測定落ち（データ欠落）を表す。
【０１４５】
　＜心拍変動＞
　すなわち、心拍変動エリア２３０３には、被験者の測定結果から平均心拍数と基準値を
表示する。合わせて心拍の変動を折れ線グラフで表示する。
【０１４６】
　交感・副交感神経エリア２３０４は、自律神経は、交感神経と副交感神経で構成されて
おり、このエリアは、これらのバランスを表します。フェイスマークＨ２が右に表示され
るほど交感神経優位（緊張やストレス時）、左に表示されるほど副交感神経優位（リラッ
クス時）となる。
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【０１４７】
　交感神経と副交感神経は、活動期には交感神経、休息期には副交感神経がバランスよく
働くのが理想的な状態である。
【０１４８】
　＜交感・副交感（自律神経のバランス）＞
　すなわち、交感・副交感神経エリア２３０４には、被験者の測定結果からＬＨ／ＨＦと
基準値を表示する。
　ＬＨ／ＨＦの測定結果がどの様な状態であるか補足のコメントで表示する。
　ＬＨ／ＨＦの基準値（０．８～２．０）を青、０．８未満を黄、２．０以上を赤とした
帯グラフを表示する。
　その上に測定結果のＬＨ／ＨＦをプロットするが、基準値に対応した色のフェイスマー
クを用いる。
【０１４９】
　評価エリア２３０５は、自律神経の機能年齢とバランスを基に評価とコメントを表示す
る表示エリアであって、当該エリアには、測定時の自律神経状態を機能（強さ）・バラン
スからトータルで判定した結果を表す。測定時の自律神経状態の説明と自律神経機能（強
さ）・バランスを改善するためのアドバイスが表示される。
【０１５０】
　＜自律神経評価（総合評価）＞
　すなわち、評価エリア２３０５には、自律神経機能年齢（自律神経機能の強さ）と交感
・副交感神経のバランスから判定された総合評価とアドバイスを表示する。
【０１５１】
　図１３は心電・脈波計測器、携帯情報端末、疲労解析サーバ（含解析エンジン）間のシ
ーケンス、及び各部の処理フローを示す図である。
【０１５２】
　同図において、クラウド側のデータセンタ１１０は、まず、ステップＳ１１０１にて被
験者選択し、ステップＳ１１０２にて被験者情報を受け付ける。そして、ステップＳ１１
０３にて新規被験者時の登録処理を行い、ステップＳ１１０４にて携帯情報端末２１０側
の測定処理を起動・監視を行う。
【０１５３】
　また、心電・脈波計測器２２０は、ステップＳ２２０１にて生体測定情報（心電・脈波
データ）を測定し、当該心電・脈波のデータを携帯情報端末２１０に送信する。
【０１５４】
　携帯情報端末２１０は、データセンタ１１０からの測定処理起動に従って、ステップＳ
２１０１にてガイダンス（入力画面）表示する。携帯情報端末２１０側の被験者は、当該
ガイダンスに従って所望の情報を入力する。また、ステップＳ２１０２にて生体測定情報
を受信・処理する。このとき、被験者ごとのファイルを作成し、被験者ごとに情報の送受
を行うとよい。
【０１５５】
　そして、ステップＳ２１０３にて測定結果（心電・脈波データ）Ｆ１をクラウド側の疲
労解析サーバ１１０１に送信する。
【０１５６】
　疲労解析サーバ１１０１は、ステップＳ１１０５にて測定結果を受信し、解析処理する
。この解析処理に際しては、記憶部１１０２の各ＤＢの情報を参照して行う。次いで、ス
テップＳ１１０６にて解析結果を履歴ケアＤＢに格納し、ステップＳ１１０７にて上述し
たようなレポート（含自律神経機能強度・交感／副交感神経バランス、心拍変動、評価、
アドバイスなど）Ｒ１を作成する。レポート作成に際しては、心電・脈波データ解析結果
から疲労測定結果レポート／判定結果表示用データ作成する。そして、当該レポートＲ１
を携帯情報端末２１０に送信する。
【０１５７】
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　携帯情報端末２１０は、ステップＳ２１０４にてレポートＲ１を受信し、端末の表示部
２１０４に表示する。また、ステップＳ２１０５にてレポートＲ１をプリンタ２３０にて
プリントする。
【０１５８】
　本システムによれば、心電・脈波計測器で計測した心電・脈波データをクラウド側の解
析サーバを利用して解析し、自律神経のバランスや強さからストレスの状態を数値で把握
することができ、また当該解析データをクライアント端末側に送信し、当該クライアント
端末側にて視覚的に表示することができるので、誰にでも簡単に短時間で客観的に測定で
き、また持ち運び可能で便利なシステムを構築することができる。
【０１５９】
　本実施例によれば、心電・脈波計測器で計測した心電・脈波データをクラウド側の解析
サーバを利用して解析し、自律神経のバランスや強さからストレスの状態を数値で把握す
ることができ、また当該解析データをクライアント端末側に送信し、当該クライアント端
末側にて視覚的に表示することができるので、誰にでも簡単に短時間で客観的に測定でき
、また持ち運び可能で便利なシステムを構築することができる。
【０１６０】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであ
り、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
　また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、ま
た、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。
　また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば
集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。
　また、上記の各構成、機能等は、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを
解釈し、実行することによりソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプログラ
ム、テーブル、ファイル等の情報は、メモリや、ハードディスク、等の記録装置に置くこ
とができる。
　また、制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全
ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続さ
れていると考えてもよい。
【符号の説明】
【０１６１】
　１０　　クラウド側装置
　１１０　データセンタ
　１１０１　解析システム（疲労度解析サーバ）
　１１０１０　解析エンジン
　１１０１０１　心電解析部
　１１０１０２　心拍解析部
　１１０１０３　脈波解析部
　１１０１０４　自律神経機能解析
　１１０１１　生体データ解析部
　１１０１２　ＤＢ検索・解析結果書込部
　１１０１３　コメント付与部
　１１０１４　解析レポート（疲労度測定結果レポート）作成部
　１１０１５　解析結果判定部
　１１０２　データベース（記憶部）
　１１０２１　履歴ケアＤＢ
　１１０２２　自律神経年齢基準ＤＢ
　１１０２３　自律神経評価値ＤＢ
　１１０２４　総合評価値ＤＢ



(21) JP 2015-54002 A 2015.3.23

10

　１１０３　データ送受信ＩＦ部
　２０　クライアント側装置
　２１０　携帯情報端末
　２１０１　キーボード（入力部）
　２１０２　制御部（演算処理部）
　２１０３　データ送受信ＩＦ部
　２１０４　表示部（出力部）
　２１０５　被験者用ファイル作成部
　２１０６　生体データ受信ＩＦ部
　２２０　生体計測器
　２２０１　心電・脈波データ送信ＩＦ部
　２２０２、２２０３　心電・脈波計測用電極
　２３０　出力装置（プリンタ）
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